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2.
企

業
の

自
主
的
な
環
境
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

展
開

 

 

第
2
章

2.
 

E
M

A
S

（
E
U

独
自

の
環

境
ﾏ

ﾈ
ｼ
ﾞ

ﾒﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
規

格
）

○
欧

州
独

自
の

環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄ・

監
査

規
格

　
で

あ
り

、
以

下
の

五
つ

の
要

求
事

項
を

満
　

た
し

た
組

織
・
事

業
所

を
認

証
。

　
　

①
環

境
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

　
　

②
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

実
施

と
　

　
　

　
環

境
監

査
　

　
③

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

関
す

る
環

境
　

　
　

　
声

明
書

（一
種

の
環

境
報

告
書

）
の

作
成

　
　

④
環

境
声

明
書

の
第

三
者

人
に

よ
る

検
証

　
　

⑤
環

境
声

明
書

の
所

轄
官

庁
へ

の
提

出
と

　
　

　
公

表
○

認
証

取
得

事
業

者
は

、
環

境
優

良
企

業
と

し
て

　
官

報
に

告
示

。
ま

た
、

ロ
ゴ

マ
ー

ク
の

使
用

が
可

　
能

。

Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｓ

の
概

要

○
ＩＳ

Ｏ
1
40

0
1は

、
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

仕
様

（
ス

ペ
ッ

ク
）

を
定

め
た

規
格

で
あ

り
、

ＩＳ
Ｏ

規
格

に
沿

っ
た

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
際

に
守

ら
な

け
れ

ば
い

け
な

い
事

項
が

盛
り

込
ま

れ
て

い
る

。
○

ＩＳ
Ｏ

1
40

0
1の

基
本

的
な

構
造

は
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

と
呼

ば
れ

、
（１

）
方

針
・計

画
（P

la
n
）、

（２
）
実

施
（D

o）
、

（３
）
点

検
（
C

he
ck

）
、

（４
）
是

正
・見

直
し

（A
c
t）

と
い

う
プ

ロ
セ

ス
を

繰
り

返
す

こ
と

に
よ

り
、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
レ

ベ
ル

を
継

続
的

に
改

善
し

て
い

こ
う

と
い

う
も

の
で

あ
る

。

IS
O

1
4
0
0
1
の

概
要

○
我

が
国

の
IS

O
1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
1
4
,3

0
9
件

（
世

界
全

体
の

約
2
割

）
に

上
っ

て
お

り
、

我
が

国
の

登
録

件
数

が
世

界
の

国
々

の
中

で
は

最
多

。
○

 日
本

で
は

、
当

初
、

電
気

機
械

・
一

般
機

械
・
化

学
工

業
と

い
っ

た
輸

出
型

の
業

種
で

IS
O

1
4
0
0
1
認

証
取

得
が

伸
び

を
見

せ
た

が
、

最
近

で
は

、
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

を
通

じ
た

環
境

配
慮

の
実

践
、

取
引

先
の

要
請

な
ど

か
ら

様
々

な
業

種
に

広
が

り
を

見
せ

て
い

る
。

日
　

本
米

国
の

IS
O

1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
3
,4

7
4
件

米
　

国

欧
州

（
Ｅ

Ｕ
圏

内
）
で

の
IS

O
1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
2
3
,6

0
7
件

欧
　

州

IS
O

14
0
01

（環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
の

国
際

規
格

）

世
界

全
体

で
の

IS
O

1
4
0
0
1
審

査
登

録
件

数
は

2
0
0
4
年

2
月

現
在

で
6
1
,2

8
7
件

欧
州

（
E
U

圏
内

）
で

の
E
M

A
S
の

認
証

取
得

件
数

は
2
0
0
3
年

1
2
月

現
在

で
3
,7

1
8
件

E
M

A
S

は
、

IS
O

14
00

1と
比

較
す

る
と

、
次

の
よ

う
な

特
色

を
有

し
て

い
る

。

①
環

境
声

明
書

が
公

表
さ

れ
、

情
報

公
開

が
　

行
わ

れ
て

い
る

。
②

IS
O

1
40

01
は

環
境

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

直
　

接
の

対
象

と
せ

ず
、

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
　

ス
テ

ム
の

み
に

関
す

る
規

格
で

あ
る

の
に

　
対

し
、

E
M

A
S

は
、

環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
に

　
加

え
て

、
環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

も
重

視
し

　
て

い
る

規
格

と
な

っ
て

い
る

。

ＩＳ
Ｏ

１
４

０
０

１
と

Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｓ

と
の

比
較

○
環

境
と

経
済

の
統

合
を

図
る

た
め

に
は

、
経

済
社

会
活

動
の

あ
ら

ゆ
る

局
面

で
環

境
へ

の
負

荷
を

減
ら

し
て

い
く
こ

と
が

重
要

。
○

そ
の

た
め

に
は

、
幅

広
い

事
業

者
が

、
単

に
規

制
を

遵
守

す
る

だ
け

で
な

く
、

そ
の

活
動

全
体

に
わ

た
っ

て
、

自
主

的
か

つ
積

極
的

に
環

境
保

全
の

取
組

を
進

め
て

い
く
こ

と
が

必
要

。
○

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

は
、

そ
の

た
め

の
有

効
な

ツ
ー

ル
。

環
境

ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄの

意
義



 
－
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①
 

IS
O

 1
40

01
の

特
徴

 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
代
表
的
規
格
で
あ
る

IS
O

 1
40

01
（
国
際
標
準
化
機
構
（

IS
O
）
が
定
め
た
環
境
規
格
）
は
、
次
の

よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

 
○
環
境
方
針
の
策
定
な
ど
に
最
高
責
任
者
の
関
与
を
求
め
る
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
規
格
で
あ
る
。

 
○
継
続
的
改
善
を
目
指
し
た

PD
C

A
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
規
格
で
あ
る

 
○

IS
O

 1
40

00
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、
唯
一
の
認
証
に
用
い
ら
れ
る
規
格
で
あ
り
、
適
用
対
象
の
組
織
を
限
定
せ
ず
、
活
動
、
製
品
・
サ

ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
部
分
を
対
象
と
す
る
。

 
○
事
業
者
の
経
営
面
で
の
管
理
手
法
を
定
め
た
シ
ス
テ
ム
規
格
で
あ
り
、
具
体
的
な
対

策
の
内
容
や
水
準
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。

 
 

   IS
O

は
各
国
の
代
表
か
ら
成
る
国
際
標
準
化
機
関
。
民
間
の
組
織
で
あ
り
、
本
部
は
ス
イ

ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
あ
る
。

 
日
本
か
ら
は
、
日
本
工
業
標
準
調
査
会
（

JI
SC

）
が
参
加
し
て
い
る
。

 
   

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

が
IS

O
 1

40
01

の
要

求
事

項
に

適
合

し
て

い
る

か
を

、
第

3
者

機
関

で
あ

る
審

査
登

録
機

関
が

審
査

し
、

 
適

合
す

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
（
財
）
日
本
適

合
性
認
定
協
会
（

JA
B：

日
本
に
お
け
る
認
証
機
関
）
に

登
録

し
、

公
表

す
る

制
度

を
認

証
と

い
う

。
 

国
際
標
準
化
機
構
（

In
te

rn
at

io
na

l O
rg

an
iz

at
io

n 
fo

r S
ta

nd
ar

di
za

tio
n：

IS
O
）

 

IS
O

 1
40

01
の
認
証
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IS
O

 1
40

01
の

構
成

 
4.

2 
環

境
方
針

 
環

境
方

針
の
制
定
及
び
公
表

 
 4.

3 
計

画
 
＜

PL
AN

＞
 

環
境

側
面
の
特
定
及
び
、
環
境
目
的
や
目
標
等
の
文
書
化

 
 4.

3.
1 

環
境
側
面

 
4.

3.
2 

法
的
及
び
そ
の
他
の
要
求
事
項

 
4.

3.
3 

目
的
及
び
目
標

 
4.

3.
4 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
 4.

4 
実

施
及
び
運
用
 

＜
D

O
＞

 
効

果
的
な
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実

施
に
必
要
な
手
順
の
確
立
及
び
、
運
用
の

実
施

 
 4.

4.
1 

体
制
及
び
責
任

 
4.

4.
2 

訓
練
、
自
覚
及
び
能
力

 
4.

4.
3 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
4.

4.
4 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書

 
4.

4.
5 

文
書
管
理

 
4.

4.
6 

運
用
管
理

 
4.

4.
7 

緊
急
事
態
へ
の
準
備
及
び
対
応

 
 4.

5 
点

検
及
び
是
正
処
置
 

＜
C

H
EC

K＞
 

環
境

に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ

る
工
程
の
監
視
及
び
管
理
の
実
施
、
環
境

監
査

の
手
順
の
確
立
及
び
実
施

 
 4.

5.
1 

監
視
及
び
測
定

 
4.

5.
2 

不
適
合
並
び
に
是
正
及
び
予
防
処
置

 
4.

5.
3 

記
録

 
4.

5.
4 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
監
査

 
 4.

6 
経

営
層
に
よ
る
見
直
し
 

＜
AC

T＞
 

経
営

層
に
よ
る
一
定
期
間
ご
と
の
見
直
し

 

出
典
：
環
境

省
の

H
P 

IS
O

 1
40

01
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
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審
査
登
録
機
関
等
の
認
定

 

各
機
関
の
機
関
数
は

20
03

年
11

月
1
日
現
在

 
 出
典
：
（
財
）
日
本
適
合
性
認
定
協
会
の

H
P 

 

39
機

関
 

1
機

関
 

21
機

関
 

第
2
章

2.
 




